
個人番号（マイナンバー）の提供のお願い 

 

保育園の申込兼給付認定申請をされる際には、「行政手続きにおける特定の個人を識別するための

番号の利用等に関する法律」の施行に基づき、個人番号（マイナンバー）の提供が必要です。 

窓口申込みをされる際には、マイナンバーを記載していただくとともに、「番号確認」と「本人確

認」が必要となりますので、下記【フローチャート】を参考に、窓口にご持参くださるようお願い

いたします。また、郵送での受け付けの場合は必要書類のコピーの同封をお願いいたします。 

 

※番号確認は保護者全員及び申請に係るお子様、本人確認は申請者のみの分が必要です。 

※ご提供いただいた個人番号（マイナンバー）は本申請にかかる事務の処理に必要な範囲を超え

て利用することはありません。 

※大田区外にお住まいだった場合は、他市区町村に情報の照会を行う場合があります。 

※個人番号（マイナンバー）の記載がない場合は、保護者の同意のもと、担当課の職員が職権に

より確認いたします。 

※代理人（同一世帯以外の配偶者含む）による届出の場合は、委任状と代理人の身分確認も必要

です。 

 

【フローチャート】 

 


